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(57)【要約】
【課題】簡素な構成で小型でありながらも、収容された
電気部品を水濡れから保護することができる電気接続箱
を提供する。
【解決手段】電気接続箱１Ａは、複数の周壁２１により
枠状に設けられ、かつ、これら周壁２１の内側に複数の
仕切り壁２２が設けられたケース本体２と、複数の電気
部品が装着されかつケース本体２内の仕切り壁２２によ
り仕切られた空間に取り付けられるカセットブロック６
と、ケース本体２の上面側に取り付けられて前記電気部
品を覆うアッパカバー４と、を有している。アッパカバ
ー４は、周壁２１の外表面に重ねられる外側周壁４１と
、外側周壁４１の内側に配置されて外側周壁４１との間
に周壁２１を位置付ける内側周壁４２と、を有している
。ケース本体２には、周壁２１の内表面から突出し、内
側周壁４２の下端４２ａに当たることで内側周壁４２を
内側に変位させて仕切り壁２２の外縁２２ａに当接させ
る突出部８が設けられている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の周壁により箱状または枠状に設けられ、かつ、前記周壁の内側に複数の電気部品
が装着される部品装着部が設けられたケース本体と、前記ケース本体の上面側に取り付け
られて前記電気部品を覆うカバーと、を有する電気接続箱において、
　前記カバーが、前記周壁の外表面に重ねられる外側周壁と、該外側周壁の内側に配置さ
れて該外側周壁との間に前記周壁を位置付ける内側周壁と、を有しており、
　前記ケース本体に、前記周壁の内表面から突出し、前記内側周壁の下端に当たることで
該内側周壁を内側に変位させて前記部品装着部の外縁に当接させる突出部が設けられてい
ることを特徴とする電気接続箱。
【請求項２】
　前記カバーが前記ケース本体に取り付けられた状態において、前記周壁と前記内側周壁
とが互いの間に間隔をあけていることを特徴とする請求項１に記載の電気接続箱。
【請求項３】
　前記カバーが前記ケース本体に取り付けられた状態において、前記内側周壁の下端が、
前記部品装着部の前記電気部品が装着される部品装着面よりも下側に位置付けられている
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電気接続箱。
【請求項４】
　前記突出部に、前記周壁の下側に向かうにしたがって前記周壁の内表面から離れる方向
に傾斜しかつ前記カバーが前記ケース本体に取り付けられる際に前記内側周壁の下端が摺
動するテーパー面が設けられていることを特徴とする請求項１ないし請求項３のうち１項
に記載の電気接続箱。
【請求項５】
　前記部品装着部の前記外縁に、前記周壁に向かって突出した凸部が設けられていること
を特徴とする請求項１ないし請求項４のうち１項に記載の電気接続箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のエンジンルームなどに取り付けられる電気接続箱に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　自動車には多種多様な電子機器が搭載されている。これら多種多様な電子機器に電力を
供給するために、前記自動車には、電源と前記電子機器との間の適宜箇所に、ヒューズや
リレー等の電気部品が集約されて構成された電気接続箱が配置されている（例えば特許文
献１を参照。）。
【０００３】
　なお、電気接続箱は、ジャンクションブロック、ヒューズブロック、リレーボックス、
とも呼ばれる。本明細書では、前述したジャンクションブロック、ヒューズブロック、リ
レーボックスを、総称して以下電気接続箱と呼ぶ。
【０００４】
　この電気接続箱は、車種によりいろいろなものが用いられているが、例えば、図５に示
す電気接続箱２０１のように、合成樹脂製のケース本体２０２と、このケース本体２０２
の上面側に取り付けられるアッパカバー２０４とで構成される防水ケース２０５内にヒュ
ーズやリレー等の各種電気部品が収容されたものがある。
【０００５】
　上記ケース本体２０２は、複数の周壁２２１によって枠状に形成されており、これら周
壁２２１の内側に、前述した電気部品が装着される部品装着部が設けられている。前記部
品装着部は、複数の周壁２２１によって囲まれた空間を複数の空間に仕切る複数の仕切り
壁２０６と、これら仕切り壁２０６によって仕切られた各空間に取り付けられるカセット
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ブロックと、で構成されている。また、前記カセットブロックには、前述した電気部品が
装着される。また、ケース本体２０２は、前記周壁２２１の外側に配置された第２の周壁
２２２を有している。
【０００６】
　上記アッパカバー２０４は、ケース本体２０２の上面と相対する天井壁２４０と、この
天井壁２４０の外縁から立設した複数の周壁２４１と、この周壁２４１の外側に配置され
た第２の周壁２４２と、この第２の周壁２４２の外側に配置された第３の周壁２４３と、
を有している。
【０００７】
　このような防水ケース２０５は、アッパカバー２０４の周壁２４１と第２の周壁２４２
との間にケース本体２０２の周壁２２１が位置付けられ、そして、アッパカバー２０４の
第２の周壁２４２と第３の周壁２４３との間にケース本体２０２の第２の周壁２２２が位
置付けられて、アッパカバー２０４がケース本体２０２に取り付けられる。
【０００８】
　このように、電気接続箱２０１においては、アッパカバー２０４とケース本体２０２と
の合わせ目部分を多重壁構造にすることで、パッキンを用いることなく、防水ケース２０
５内に水等の液体が浸入することを防止している。なお、防水ケース２０５内にこれら液
体が浸入して前記電気部品に接触すると、電気回路が短絡して電気部品が破損したり、電
気接続箱２０１に接続された電子機器が誤作動したりするおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－４１７４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した電気接続箱２０１のようにアッパカバー２０４とケース本体２
０２との合わせ目部分における壁の数を増やせば防水性は高まるものの、防水ケース２０
５のサイズが大型化してしまうという問題があった。また、前記壁の数を増やせば、アッ
パカバー２０４及びケース本体２０２の形状が複雑になる分、製造が困難になってしまう
という問題があった。
【００１１】
　また、パッキンを用いて前記アッパカバーと前記ケース本体との合わせ目部分を防水す
る方法も考えられるが、パッキンを使用すると、パッキンの取り付けスペースが必要な分
、前記防水ケースが大型化したり、部品品番の増加やコストアップが避けられないなどの
新たな問題が生じてしまう。
【００１２】
　したがって、本発明は、簡素な構成で小型でありながらも、収容された電気部品を水濡
れから保護することができる電気接続箱を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために請求項１に記載された発明は、複数の周壁により箱状または
枠状に設けられ、かつ、前記周壁の内側に複数の電気部品が装着される部品装着部が設け
られたケース本体と、前記ケース本体の上面側に取り付けられて前記電気部品を覆うカバ
ーと、を有する電気接続箱において、前記カバーが、前記周壁の外表面に重ねられる外側
周壁と、該外側周壁の内側に配置されて該外側周壁との間に前記周壁を位置付ける内側周
壁と、を有しており、前記ケース本体に、前記周壁の内表面から突出し、前記内側周壁の
下端に当たることで該内側周壁を内側に変位させて前記部品装着部の外縁に当接させる突
出部が設けられていることを特徴とする電気接続箱である。
【００１４】
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　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、前記カバーが前記
ケース本体に取り付けられた状態において、前記周壁と前記内側周壁とが互いの間に間隔
をあけていることを特徴とするものである。
【００１５】
　請求項３に記載された発明は、請求項１または請求項２に記載された発明において、前
記カバーが前記ケース本体に取り付けられた状態において、前記内側周壁の下端が、前記
部品装着部の前記電気部品が装着される部品装着面よりも下側に位置付けられていること
を特徴とするものである。
【００１６】
　請求項４に記載された発明は、請求項１ないし請求項３のうち１項に記載された発明に
おいて、前記周壁の下側に向かうにしたがって前記周壁の内表面から離れる方向に傾斜し
かつ前記カバーが前記ケース本体に取り付けられる際に前記内側周壁の下端が摺動するテ
ーパー面が設けられていることを特徴とするものである。
【００１７】
　請求項５に記載された発明は、請求項１ないし請求項４のうち１項に記載された発明に
おいて、前記部品装着部の前記外縁に、前記周壁に向かって突出した凸部が設けられてい
ることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に記載された発明によれば、前記カバーが、前記周壁の外表面に重ねられる外
側周壁と、該外側周壁の内側に配置されて該外側周壁との間に前記周壁を位置付ける内側
周壁と、を有しており、前記ケース本体に、前記周壁の内表面から突出し、前記内側周壁
の下端に当たることで該内側周壁を内側に変位させて前記部品装着部の外縁に当接させる
突出部が設けられているので、水等の液体が前記外側周壁と前記周壁との合わせ目から浸
入したとしても、この液体が前記部品装着部の外縁と前記内側周壁との間を通ることを防
止でき、そのために、前記電気部品に前記液体が接触することを防止できる。また、前記
カバーと前記ケース本体とのがたつきを防止することができる。よって、簡素な構成で小
型でありながらも、収容された電気部品を水濡れから保護することができるとともにカバ
ーとケース本体とのがたつきを防止することができる電気接続箱を提供することができる
。また、本発明では、前記突出部を当てることで前記内側周壁を前記ケース本体の内側に
変位させるようにしているので、前記内側周壁を高い接触圧で前記部品装着部に確実に当
接させることができる。
【００１９】
　請求項２に記載された発明によれば、前記カバーが前記ケース本体に取り付けられた状
態において、前記周壁と前記内側周壁とが互いの間に間隔をあけているので、水等の液体
が前記外側周壁と前記周壁との合わせ目から浸入したとしても、この液体が前記周壁の内
表面を伝って前記ケース本体の下方に流れ落ちるので、この液体が前記部品装着部の外縁
と前記内側周壁との間を通ることを防止でき、そのために、前記電気部品に前記液体が接
触することを防止できる。
【００２０】
　請求項３に記載された発明によれば、前記カバーが前記ケース本体に取り付けられた状
態において、前記内側周壁の下端が、前記部品装着部の前記電気部品が装着される部品装
着面よりも下側に位置付けられているので、水等の液体が前記外側周壁と前記周壁との合
わせ目から浸入したとしても、この液体が重力に逆らって上方に移動しない限り前記電気
部品に接触することがないので、前記電気部品に前記液体が接触することを防止できる。
【００２１】
　請求項４に記載された発明によれば、前記突出部に、前記周壁の下側に向かうにしたが
って前記周壁の内表面から離れる方向に傾斜しかつ前記カバーが前記ケース本体に取り付
けられる際に前記内側周壁の下端が摺動するテーパー面が設けられているので、前記内側
周壁の下端が前記突出部に引っ掛かることを防止でき、そのために、前記カバーと前記ケ
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ース本体との組み付け作業が困難になることを防止できる。
【００２２】
　請求項５に記載された発明によれば、前記部品装着部の前記外縁に、前記周壁に向かっ
て突出した凸部が設けられているので、前記内側周壁と前記部品装着部との接触圧をさら
に高めることができるとともに前記内側周壁を前記部品装着部に確実に当接させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る電気接続箱を示す断面図である。
【図２】図１に示された電気接続箱の要部拡大図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る電気接続箱を示す断面図である。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る電気接続箱を示す断面図である。
【図５】従来の電気接続箱を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る電気接続箱を、図１及び図２を参照して説明する。
【００２５】
　本発明の電気接続箱１Ａは、自動車のエンジンルームに取り付けられて、前記自動車に
搭載された多種多様な電子機器に電力を供給するものである。また、本明細書では、ジャ
ンクションブロック、ヒューズブロック、リレーボックスを、総称して以下「電気接続箱
」と呼ぶ。
【００２６】
　上記電気接続箱１Ａは、図１に示すように、当該電気接続箱１Ａの外郭を構成する合成
樹脂製の防水ケース５と、リレー７やヒューズ等の複数の電気部品と、これら電気部品が
装着され、防水ケース５内に取り付けられる合成樹脂製のカセットブロック６と、を有し
ている。また、図１中の矢印Ｌは、鉛直方向を示している。
【００２７】
　上記防水ケース５は、ケース本体２と、このケース本体２の下面側に取り付けられるロ
アカバー３と、ケース本体２の上面側に取り付けられて前記電気部品を覆うアッパカバー
（請求項中のカバーに相当する。）４と、を有している。また、前記ケース本体２は、複
数の周壁２１により枠状に設けられ、かつ、これら周壁２１の内側に、前述した複数の電
気部品が装着される部品装着部１０が設けられている。この部品装着部１０は、複数の周
壁２１によって囲まれた空間を複数の空間に仕切る複数の仕切り壁２２と、これら仕切り
壁２２によって仕切られた各空間に取り付けられる上記カセットブロック６と、で構成さ
れている。また、複数の仕切り壁２２は、複数の周壁２１と一体成形されている。
【００２８】
　上記カセットブロック６は、各電気部品が装着される装着部６１が複数設けられ、全体
としてブロック状に形成されている。このようなカセットブロック６は、装着されたリレ
ー７やヒューズ等の電気部品がケース本体２の上面側に位置する向きで、ケース本体２の
内側、即ち複数の仕切り壁２２によって仕切られた各空間、に取り付けられる。
【００２９】
　上記アッパカバー４は、ケース本体２の上面と相対する天井壁４０と、この天井壁４０
の外縁から立設した複数の外側周壁４１と、この外側周壁４１の内側に配置された複数の
内側周壁４２と、を有している。また、内側周壁４２は、外側周壁４１の内表面から延設
されている。また、外側周壁４１及び内側周壁４２は、天井壁４０の全周に亘って設けら
れている。このようなアッパカバー４は、外側周壁４１の下端４１ａがケース本体２の周
壁２１の上端２１ａの外表面に重ねられ、そして、この外側周壁４１と内側周壁４２との
間に周壁２１が位置付けられた状態で、外側周壁４１及び周壁２１に設けられたロック手
段によってケース本体２に固定される。
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【００３０】
　上記ケース本体２には、図２に示すように、周壁２１の内表面から突出し、内側周壁４
２の下端４２ａに当たることで、この内側周壁４２を内側に変位させて部品装着部１０の
周壁２１寄りの外縁、即ち仕切り壁２２の周壁２１寄りの外縁２２ａ、に当接させるブロ
ック状の突出部８が複数箇所に設けられている。
【００３１】
　また、突出部８には、周壁２１の下側に向かうにしたがって周壁２１の内表面から離れ
る方向に傾斜しかつアッパカバー４がケース本体２に取り付けられる際に内側周壁４２の
下端４２ａが摺動するテーパー面８１が設けられている。このテーパー面８１が設けられ
ているので、内側周壁４２の下端４２ａが突出部８に引っ掛かることを防止でき、そのた
めに、アッパカバー４とケース本体２との組み付け作業が困難になることを防止できる。
【００３２】
　また、アッパカバー４がケース本体２に取り付けられた状態において、突出部８が当た
ることによってケース本体２の内側に変位した内側周壁４２と周壁２１との間には間隔が
空いている。また、内側周壁４２の下端４２ａ（図２中に点線Ｎで示す。）が、部品装着
部１０、即ちカセットブロック６、の電気部品が装着される部品装着面（図２中に点線Ｍ
で示す。）よりも下側に位置付けられている。また、本発明における「部品装着面」とは
、本カセットブロック６に取り付けられるリレー及びヒューズのうち、最も低い位置に装
着されるリレーまたはヒューズのハウジング（即ち端子を除く部分）が重ねられる面であ
ると定義する。
【００３３】
　上述した構成の電気接続箱１Ａは、突出部８が当たることによってケース本体２の内側
に変位した内側周壁４２が、部品装着部１０の周壁２１寄りの外縁、即ち仕切り壁２２の
周壁２１寄りの外縁２２ａ、に当接しているので、水等の液体が外側周壁４１と周壁２１
との合わせ目から防水ケース５内に浸入したとしても、この液体が仕切り壁２２の外縁２
２ａと内側周壁４２との間を通ることを防止でき、そのために、リレー７やヒューズ等の
電気部品に液体が接触することを防止できる。また、アッパカバー４とケース本体２との
がたつきを防止することができる。また、本発明では、突出部８を当てることで内側周壁
４２をケース本体２の内側に変位させるようにしているので、内側周壁４２を高い接触圧
で仕切り壁２２の外縁２２ａに確実に当接させることができる。また、本発明では、突出
部８は、ケース本体２の全周に亘って等間隔に複数配置しても良いし、特に水濡れから保
護したい電気部品の近傍に１つのみ配置しても良い。
【００３４】
　また、アッパカバー４がケース本体２に取り付けられた状態において、内側周壁４２と
周壁２１との間には間隔が空いているので、水等の液体が外側周壁４１と周壁２１との合
わせ目から防水ケース５内に浸入したとしても、この液体が周壁２１の内表面を伝ってケ
ース本体２の下方に流れ落ちるので、この液体が仕切り壁２２の外縁２２ａと内側周壁４
２との間を通ることを防止でき、そのために、リレー７やヒューズ等の電気部品に液体が
接触することを防止できる。
【００３５】
　また、アッパカバー４がケース本体２に取り付けられた状態において、内側周壁４２の
下端４２ａ（図２中に点線Ｎで示す。）が、部品装着部１０、即ちカセットブロック６、
の電気部品が装着される部品装着面（図２中に点線Ｍで示す。）よりも下側に位置付けら
れているので、水等の液体が外側周壁４１と周壁２１との合わせ目から防水ケース５内に
浸入したとしても、この液体が重力に逆らって上方に移動しない限りリレー７やヒューズ
等の電気部品に接触することがないので、前記電気部品に液体が接触することを防止でき
る。
【００３６】
　以上説明したように、本発明の電気接続箱１Ａは、パッキンを使用しない最小限の簡素
な構成で小型でありながらも、収容された電気部品を水濡れから保護することができ、さ
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らに、アッパカバー４とケース本体２とのがたつきを防止することができる。
【００３７】
（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る電気接続箱を、図３を参照して説明する。また、前述し
た第１の実施形態と同一構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００３８】
　上記電気接続箱１Ｂは、図３に示すように、カセットブロック６の周壁２１寄りの外縁
６ａが、当該カセットブロック６の全周に亘ってフランジ状に突き出ている。即ち、カセ
ットブロック６の周壁２１寄りの外縁６ａが、周壁２１側に突き出ている。また、カセッ
トブロック６の周壁２１寄りの外縁６ａは、仕切り壁２２の周壁２１寄りの外縁２２ａよ
りも周壁２１側に突き出ている。このため、突出部８が当たることによってケース本体２
の内側に変位した内側周壁４２が、部品装着部１０の周壁２１寄りの外縁、即ちカセット
ブロック６の周壁２１寄りの外縁６ａに当接している。
【００３９】
　このように本発明では、突出部８が当たることによってケース本体２の内側に変位した
内側周壁４２が、部品装着部１０の外縁としてのカセットブロック６の外縁６ａに当接す
る構成であっても良く、部品装着部１０の外縁としての仕切り壁２２の外縁２２ａに当接
する構成であっても良い。
【００４０】
（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態に係る電気接続箱を、図４を参照して説明する。また、前述し
た第１，２の実施形態と同一構成部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００４１】
　上記電気接続箱１Ｃは、図４に示すように、カセットブロック６の周壁２１寄りの外縁
６ａに、周壁２１に向かって突出した凸部９が設けられている。また、この凸部９は、矢
印Ｌと交差する方向に直線状に延びているとともに、カセットブロック６の全周に亘って
設けられている。
【００４２】
　上述した構成の電気接続箱１Ｃは、カセットブロック６の周壁２１寄りの外縁６ａに、
周壁２１に向かって突出した凸部９が設けられているので、内側周壁４２と部品装着部１
０、即ちカセットブロック６、との接触圧を、前述した第２の実施形態の電気接続箱１Ｂ
よりもさらに高めることができるとともに内側周壁４２をカセットブロック６に確実に当
接させることができる。
【００４３】
　また、上述した第１～３の実施形態においては、部品装着部１０が、ケース本体２の複
数の仕切り壁２２と、ケース本体２と別体で形成されたカセットブロック６と、で構成さ
れていたが、本発明では、前記部品装着部が、前記ケース本体と、このケース本体と一体
で形成された前記カセットブロックと、で構成されていても良い。
【００４４】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００４５】
　１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　電気接続箱
　２　ケース本体
　４　アッパカバー（カバー）
　６ａ，２２ａ　外縁
　８　突出部
　９　凸部
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　１０　部品装着部
　２１　周壁
　４１　外側周壁
　４２　内側周壁
　４２ａ　下端
　８１　テーパー面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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